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 学童保育（放課後児童クラブ）担当課 様                         2015 年２月１２日 

 

「子ども・子育て支援新制度」の円滑な施行に向けた 

学童保育（放課後児童クラブ）の条例と事業計画に関するアンケートのお願い 
 

鹿児島県児童クラブ連絡協議会      

会 長  加 来 宗 暁     

                                        事務局／青葉児童クラブ 霧島市国分重久 2105-1 

 

 御職におかれましては、日頃より学童保育（放課後児童健全育成事業）の充実、発展のためにご尽力い

ただき、敬意を表します。 

さて、現在政府にあっては、子ども・子育て支援新制度について2015年４月より施行する予定で、準備

が進められてきています。学童保育に関わって、児童福祉施設として位置づけはされなかったものの、児

童福祉施設の定義づけと同様の施設として文書で説明がされています。事業主体は市町にあるとし、事業

計画を策定することや、学童保育の基準を条例で定めること、実施に必要な財政措置を行うことなど、円

滑な施行のために準備する事柄がたくさん定められ、鹿児島県及び市町村において施行準備が進められて

いると承知しております。 

そんな中、2015年４月から新設される学童保育も含めて、すべての学童保育が基準にそって実施される

はずですが、多くの課題が散見されます。（厚生労働省がＱ＆Ａを出すべく検討中とのこと） 

県内では、19市・20町・１村で401か所（前年比24増）、入所児童数は１万4406人（前年比 954人増）

となっています。共働き家庭の増などを背景に、本県でも児童クラブ（学童保育）の設置数は年々増加し

ていますが、本県における学童保育の現状は、全国学童保育連絡協議会調査による設置率平均が106.0％（１

校区に複数の学童保育があります。）であるのに対して、鹿児島県の設置率は75.0％で、最下位に属します。

必要とされるところに学童保育ができていない実態にあり、行政による助成や施策の違いもあって地域格

差も大きいものがあります。 

 そこで、鹿児島県児童クラブ連絡協議会では、鹿児島県の学童保育の現状と課題を踏まえて、すべての

市町村で2015年４月からの施行に向けた準備状況・現況を把握するために、学童保育の基準に関する条例

及び子ども・子育て支援事業計画に関するアンケートを実施することと致しました。 

ご多忙の折、担当者の皆様にはたいへんなお手数をおかけいたしますが、趣旨をご理解いただきアンケ

ートにご協力下さいますようお願いいたします。 
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でにファクスでご返送くださいますようお願いいたします。    
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 なお、学童保育の所管が貴課ではなく、他の部署（教育委員会等）が所管されている場合や担当課が変

更されている場合は、お手数をおかけしますが、そちらの部署にこの依頼文とアンケート用紙をお届けく

ださい。 

 

  

 

 

 

 

 

＜この件についての問い合わせ先＞ 

■鹿児島県児童クラブ連絡協議会■鹿児島県児童クラブ連絡協議会■鹿児島県児童クラブ連絡協議会■鹿児島県児童クラブ連絡協議会    担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局    
携帯：０９０－３０１６－０１２７    

担当・続 博治（つづき ひろはる） 

HP： http://m-jidouclub.com/krijidouren-index.htm 

携帯サイト：http://www.just.st/913800/ 

E-mail：a-lopas@po.synapse.ne.jp 
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 市町村名  ［         ］ 

 担当課名  ［       ］課  ［     ］係  記入者名（          ） 

 

（該当するところに○をつけてください。） 

（１） 学童保育（放課後児童クラブ）の基準について 

① 新たに条例を策定した     ② 既存の要綱・基準に準じて運用する  

③ 特に策定していない      ④ その他（             ） 

 

（２） 「条例を策定した」と回答した自治体の方へ 

ア）学童保育関係者（事業者・保護者）を対象とした条例説明会の開催について 

① 開催した   ② 今後開催する予定   ③ 予定していない 

 

イ）「条例」で定めた基準について 

条例に国が示した「省令」では、学童保育の設備や運営に関する基準が示されています。基準の策

定にあたって、「省令」を上回る基準を組み入れたかどうか、お伺いします。 

① 「省令」を準用し策定した   

② 独自の基準を盛り込んだ 

  ※具体的にお書きください。 

（                                 ） 

   

ウ）条例の「設備の基準」にかかわる経過措置の期間について 

    ① 「当分の間」としている   ② 期間の定めを明記している  ③ その他 

 

（３） 「子ども・子育て支援事業計画」にかかわって 

  ア）パブリックコメント・公聴会について 

① 実施した    ② 特に実施しなかった    ③ その他（        ） 

  

  イ）学童保育の事業量の目標数値について 

① 目標数値を設定した  ② 特に設定していない  ③ その他（        ） 

 

（４） 「放課後子ども総合プラン」について 

  ア）「市町村行動計画」の策定にかかわって 

① 「事業計画」に盛り込み一体的に策定する 

② 「市町村行動計画」を独自に策定する 

③ その他（                ） 

 

  イ）「放課後児童クラブ」と「放課後子供教室」の整備について 

① 放課後児童クラブを拡充する 

② 両事業を連携して進める 

③ その他（                   ） 

 

（５） 学童保育の予算について 

① 「事業計画」に則して、事業量の見込みに基づく予算措置をした 

② 地域子ども・子育て支援事業等で一括予算措置をした 

③ その他（                       ） 

 

ありがとうございました。 

鹿児島県児童クラブ連絡協議会 


